
インタフェース仕様書サービス事業所編修正履歴 

 

                         （内容現在 平成２１年７月７日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１ ３ 

ページ番号３ 

1.1.4 過誤申し立ての依頼 

サービス事業所等は、請求

書等の記載誤り等によって、

実際のサービス提供実績と

は異なる金額の支払いが行

われた場合、介護給付費・

訓練等給付費の取下げを行

う（審査決定済みの請求の

み取り下げ可能）。取り下げ

を行う場合、市町村にその

旨を連絡し、国保連合会に

過誤申し立てを行うよう依頼

する。 

 

 

 

 

 

１ ３ 

ページ番号３ 

1.1.4 過誤申し立ての依頼 

サービス事業所等は、請求

書等の記載誤り等によって、

実際のサービス提供実績と

は異なる金額の支払いが行

われた場合、介護給付費・訓

練等給付費の取下げを行う

（審査決定済みの請求のみ

取り下げ可能）。介護給付費

等の取り下げを行う場合、市

町村にその旨を連絡し、国保

連合会に過誤申し立てを行う

よう依頼する。処遇改善助成

金の取り下げを行う場合は、

都道府県にその旨を連絡し、

都道府県は市町村から国保

連合会に過誤申し立てを行う

よう依頼する。 

１ 

２ ３ 

ページ番号３ 

過誤申立て・再請求の図 

介護給付費請求書・訓練等

給付費請求書の返戻 

 

１ ３ 

ページ番号３ 

過誤申立て・再請求の図 

介護給付費請求書・訓練等

給付費請求書の誤り 

 

３ 

３ ３  １ ３ 

ページ番号３ 

過誤申立て・再請求の図に 

都道府県を追加 

また、処遇改善助成金の過

誤申立てルートを追加 

１ 

４ ５  １ ５ 

ページ番号５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概

要の１に下記を追加 

処遇改善助成金の請求を行

う場合のみ処遇改善情報（※

３）を送信する。 

１ 

５ ５  １ ５ 

ページ番号５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概

要の９に下記を追加 

処遇改善助成金の請求を行

っている場合には助成金支

払決定額内訳書情報（※５）

を受け取る。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

６ ５  １ ５ 

ページ番号５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概

要に下記を追加 

5.1 処遇改善助成金の請求

があった場合、処遇改善助

成金の請求情報等（※４）を

請求先都道府県に送信す

る。 

5.2 都道府県は処遇改善助

成金の請求情報等を受け取

る。 

１ 

７ ５  １ ５ 

ページ番号５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概

要に下記を追加 

※３）処遇改善助成金の請求

を行う場合のみ処遇改善情

報を送信する。 

※４）処遇改善助成金の請求

があった場合、処遇改善助

成金の請求情報等を請求先

都道府県に送信する。 

※５）処遇改善助成金の請求

を行っている場合には助成

金支払決定額内訳書情報を

受け取る。 

１ 

８ ６  １ ６ 

ページ番号６ 

請求情報受け渡し概要図に 

処 遇 改 善 情 報 、 助 成 金 請

求、都道府県、助成金決定

額内訳書情報を追記 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

９ １０ 

ページ番号１０ 

1.2.2.5.増減単位数返戻通知

情報（出力情報） 

（１）の内容 

市町村ごとの請求差、返戻

の状況をサービス事業所等

へ通知するためのリスト 

※サービス事業所等からの

依頼があった場合のみ提供

 

 

 

 

（３）の内容 

市町村ごとの請求差、返戻

の状況をサービス事業所等

へ通知するためのリスト 

 

 

 

１ １０ 

ページ番号１０ 

1.2.2.5.増減単位数返戻通知

情報（出力情報） 

（１）の内容 

市町村ごとの請求差、返戻

の状況をサービス事業所等

へ通知するためのリスト。処

遇改善助成金の都道府県ご

との請求差、返戻の状況も出

力される。 

※サービス事業所等からの

依頼があった場合のみ提供 

 

（３）の内容 

市町村ごとの請求差、返戻

の状況をサービス事業所等

へ通知するためのリスト。 

処遇改善助成金の都道府県

ごとの請求差、返戻の状況も

出力される。 

１ 

１０ １０ 

ページ番号１０ 

1.2.2.6. 支払通知情報（出力

情報） 

（１）の内容 

サービス事業所等への支払

決定額を通知するためのリ

スト 

 

 

１ １０ 

ページ番号１０ 

1.2.2.6. 支払通知情報（出力

情報） 

（１）の内容 

サービス事業所等への支払

決定額を通知するためのリス

ト。処遇改善助成金の支払

決定額も出力される。 

１ 

１１ １１ 

 

 

 

 

１ １１ 

ページ番号１１ 

1.2.2.6 支払通知情報（出力

情報）に 

（６）障害福祉サービス費等

助成金支払決定額内訳書 

を追加 

１ 

１２ １１ 

ページ番号１１ 

１ ： 基本情報レコード 

 市町村、受給者、請求サー

ビス事業所および請求金額

等に関する情報を格納す

る。 

１ １１ 

ページ番号１１ 

１ ： 基本情報レコード 

 市町村、請求サービス事業

所および請求金額等に関す

る情報を格納する。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１３ １２ 

ページ番号１２ 

項番４の備考 

※C 

 

項番７～項番１６の備考 

 

項番１７の備考 

 

項番１８の備考 

 

項番１９～項番２０の備考 

 

項番２１～項番２３の備考 

 

１ １２ 

ページ番号１２ 

項番４の備考 

※C 

※１ 

項番７～項番１６の備考 

※２ 

項番１７の備考 

※３ 

項番１８の備考 

※２ 

項番１９～項番２０の備考 

※３ 

項番２１～項番２３の備考 

※２ 

１ 

１４ １３ 

 

１ １３ 

ページ番号１３ 

※１ 処遇改善助成金の請

求 書 情 報 を 作 成 す る 際 に

は、都道府県番号を設定す

る。 

※２ 処遇改善助成金の請

求 書 情 報 を 作 成 す る 際 に

は、設定しない。 

※３ 処遇改善助成金の請

求 書 情 報 を 作 成 す る 際 に

は、処遇改善助成金に関す

る情報の合計を設定する。 

を追記 

１ 

１５ １３ 

ページ番号１３ 

項番４の備考 

※C 

 

項番８、１０、１１の備考 

 

１ １３ 

ページ番号１３ 

項番４の備考 

※C 

※３ 

項番８、１０、１１の備考 

※４ 

１ 

１６ １３ 

ページ番号１３ 

項番６の内容 

請求書における給付種別を

表す。 

１：介護給付費・訓練等給付

費、特例介護給付費・特例

訓練等給付費 

２：特定障害者特別給付費、

高額障害福祉サービス費 

１ １３ 

ページ番号１３ 

項番６の内容 

請求書における給付種別を

表す。 

１：介護給付費・訓練等給付

費、特例介護給付費・特例訓

練等給付費 

２：特定障害者特別給付費、

高額障害福祉サービス費 

３：処遇改善助成金 

１ 

１７ １３ 

 

１ １３ 

ページ番号１３ 

（３）介護給付費等 請求書

明細情報レコードの必須設

定に「給付種別＝３」の欄を

追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１８ １４ 

 

１ １４ 

ページ番号１４ 

※３ 処遇改善助成金の請

求 書 情 報 を 作 成 す る 際 に

は、都道府県番号を設定す

る。 

※４ 処遇改善助成金の請

求 書 情 報 を 作 成 す る 際 に

は、処遇改善助成金に関す

る情報を設定する。 

を追記 

１ 

１９ １４ 

ページ番号１４ 

1.2.3.2.介護給付費等 明細

書情報 

（１）介護給付費等 明細書

情報 

 
１ １４ 

ページ番号１４ 

1.2.3.2.介護給付費等 明細

書情報 

（１）介護給付費等 明細書

情報 

６ ： 処遇改善情報レコード

（複数レコード） 

サービス種類ごとに処遇改

善情報を格納する。 

を追記 

１ 

２０ １６ 

ページ番号１６ 

項番３０の内容 

特別対策費である激変緩和

加算に係る請求額を設定 

 
１ １６ 

ページ番号１６ 

項番３０の内容 

サービス提供年月が平成 21

年 10 月以降は、事業運営安

定化および、移行時運営安

定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21

年 9 月以前は、特別対策費

である激変緩和加算に係る

請求額を設定 

１ 

２１ ２７ 

ページ番号２７ 

項番２４の内容 

特別対策費である激変緩和

加算に係る請求額を設定 

１ ２７ 

ページ番号２７ 

項番２４の内容 

サービス提供年月が平成 21

年 10 月以降は、事業運営安

定化および、移行時運営安

定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21

年 9 月以前は、特別対策費

である激変緩和加算に係る

請求額を設定 

１ 

２２ ２７ 

 

１ ２７ 

ページ番号２７ 

※１に 

【サービス提供年月が平成２

１年１０月以降の場合】 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２３ ２７ 

ページ番号２７ 

【サービス提供年月が平成２

１年４月以降の場合】 

 

１ ２８ 

ページ番号２８ 

【サービス提供年月が平成２

１年４月以降９月以前の場

合】 

１ 

２４ ２７ 

ページ番号２８ 

※ １ 

【サービス提供年月が平成２

１年４月以降の場合】の２の

例２ 

単位数単価が１０円以外の

地域に所在する事業所にお

いて 1 枚の明細書に「旧指

定特定身体障害者入所授

産施設」おける通所サービス

および、・・・ 

１ ２８ 

ページ番号２８ 

※ １ 

【サービス提供年月が平成２

１年４月以降９月以前の場

合】の２の例２ 

単位数単価が１０円以外の

地域に所在する事業所にお

いて 1 枚の明細書に「旧指定

特定身体障害者入所授産施

設」における通所サービスお

よび、・・・ 

１ 

２５ ２８ 

ページ番号２８ 

※ １ 

【サービス提供年月が平成２

１年３月以前の場合】の２の

例２ 

単位数単価が１０円以外の

地域に所在する事業所にお

いて 1 枚の明細書に「旧指

定特定身体障害者入所授

産施設」おける通所サービス

および、・・・・ 

１ ２８－１ 

ページ番号２８－１ 

※ １ 

【サービス提供年月が平成２

１年３月以前の場合】の２の

例２ 

単位数単価が１０円以外の

地域に所在する事業所にお

いて 1 枚の明細書に「旧指定

特定身体障害者入所授産施

設」における通所サービスお

よび、・・・・ 

１ 

２６ － 
 

－ ２８－２ 
ページを追加 

１ 

２７ ３０ 

ページ番号３０ 

（９）契約情報レコードの作

成対象サービス 

22 生活介護 

221000 ○ 生活介護 基本

決定 

222000 ○ 生活介護 経過

的措置対象者決定 

223000 ○ 生活介護 地域

移行個別支援対象者決定 

１ ３０ 

ページ番号３０ 

（９）契約情報レコードの作成

対象サービス 

22 生活介護 

221000 ○ 生活介護 基本

決定 

222000 ○ 生活介護 経過

的措置対象者決定 

 

１ 

２８ － 
 

－ ３１－１ 
ページを追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２９ ３２ 

 

１ ３２ 

ページ番号３２ 

介護給付費等請求書／明細

書情報 ファイル構成図 

に下記を追加 

・明細書情報（処遇改善情報

レコード） 
・請求書情報（基本情報レコ
ード） 
・請求書情報（明細情報レコ
ード） 
・請求書（処遇改善）のまとめ
単位 
・都道府県のまとめ単位 

１ 

３０ ３８ 

ページ番号３８ 

項番９～１０の備考 

※１ 
１ ３８ 

ページ番号３８ 

項番９～１０の備考 

※１ 

※２ 

１ 

３１ ３８ 

 

１ ３８ 

ページ番号３８ 

※２ サービス提供年月が平

成２１年１０月以降の上限額

管理結果票において、利用

者負担上限額管理結果が

“１”となった場合、関係事業

所における総費用額および

利用者負担額の設定は省略

可能とし、省略する場合には

“０”を設定する。 

を追記 

１ 

３２ ５３ 

ページ番号５３ 

項番４６の説明 

訪問型自立訓練を提供した

場合、その時間数を設定す

る。整数部2桁小数部2桁で

設定する（様式には本項目

は無いがインタフェースには

設定する）。 

１ ５３ 

ページ番号５３ 

項番４６の説明 

訪問型自立訓練を提供した

場合（提供形態が２：訪問型

もしくは、３：訪問型（視覚）の

場合）、その時間数を設定す

る。整数部 2 桁小数部 2 桁で

設定する（様式には本項目は

無いがインタフェースには設

定する）。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

３３ ５３ 

ページ番号５３ 

項番５６の説明 

1 日計を設定 

１ ５３ 

ページ番号５３ 

項番５６の説明 

1 日計を設定 

同一日に複数サービスを提

供する場合には、 終行に

設定する。 終行とは「サー

ビス開始時間」の昇順に並び

替えた場合の 終行である。

ただし、サービス提供時間を

設定しない入所系サービス

（短期入所、共同生活介護）

の提供があった場合には、

入所系サービスが 終行と

なる。 

１ 

３４ － 
 

－ ５４－１ 
ページを追加 

１ 

３５ ６２ 

ページ番号６２ 

様式種別番号 1501 

項番３３ 

○ 

１ ６２ 

ページ番号６２ 

様式種別番号 1501 

項番３３ 

 

１ 

３６ ８２ 

ページ番号８２ 

No.8 

【 小単位（1 時間）で 

0 時またがり】 

１ ８２ 

ページ番号８２ 

No.8 

【 小単位（30 分）で 

0 時またがり】 

１ 

３７ ８２ 

ページ番号８２ 

実績記録票インタフェース設

定（様式３－１） 

 

１日目の提供時間 

２１：４５～００：４５ 

１日目の算定時間 

 ３ 

２日目の提供時間 

００：４５～２：４５ 

２日目の算定時間 

 ２ 

１ ８２ 

ページ番号８２ 

実績記録票インタフェース設

定（様式３－１） 

 

１日目の提供時間 

２１：４５～００：１５ 

１日目の算定時間 

2.5 

２日目の提供時間 

００：１５～２：４５ 

２日目の算定時間 

2.5 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

３８ ８２ 

ページ番号８２ 

実績記録票インタフェース設

定（様式３－１）の説明 

 

小単位（1 時間）で日をま

たがった場合、またがった時

間分は開始時間が属する日

の分として設定する（２３：４

５～００：４５は前日分として

設定することになる）。 
１ ８２ 

ページ番号８２ 

実績記録票インタフェース設

定（様式３－１）の説明 

 

小単位（３０分）で日をまた

がった場合、またがった時間

分は開始時間が属する日の

分として設定する（２３：４５～

００：１５は前日分として設定

することになる）。なお、サー

ビス提供年月が平成 21 年 3

月以前においては、 小単

位（1 時間）で日をまたがった

場合、またがった時間分は開

始時間が属する日の分として

設定する（２３：４５～００：４５

は前日分として設定すること

になる）。 

１ 

３９ － 
 

－ ８４－２ 
ページを追加 

１ 

４０ ８８ 

ページ番号８８ 

入所、短期入所では時間の

設定は不要。 

基本単位数には適用単価×

実績時間数÷４が設定され

る。 

派遣人数は訪問系サービス

のみ設定が必要。 

単位数には加算後単位数×

派遣人数を設定。 

 

１ ８８ 

ページ番号８８ 

共同生活介護、短期入所で

は時間の設定は不要。 

基本単位数には適用単価×

実績時間数÷４が設定され

る。 

派遣人数は訪問系サービス

のみ設定が必要。 

単位数には加算後単位数×

派遣人数を設定。 

１ 

４１ ８８－１ 

ページ番号８８－１ 

実績記録票インタフェース設

定の説明 

重度訪問介護等と短期入所

を同一日に提供する場合、

短期入所は当該日の 終

行に設定する。 

１ ８８－１ 

ページ番号８８－１ 

実績記録票インタフェース設

定の説明 

同一日に複数サービスを提

供する場合には、「サービス

開始時間」の昇順に設定す

る。サービス提供時間を設定

しない入所系サービス（短期

入所、共同生活介護）の提供

があった場合には、入所系

サービスが 終行となる。例

えば、重度訪問介護等と短

期入所を同一日に提供する

場合、短期入所は当該日の

終行に設定する。 

 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

４２ ８８－２ 

ページ番号８８－２ 

実績記録票 紙様式記載 

実績単位数 ９，３０２ 

実績割合 ９７．９ 

 

実績記録票インタフェース設

定 

実績単位数 ９，３０２ 

実績割合 ９７．９ 

１ ８８－２ 

ページ番号８８－２ 

実績記録票 紙様式記載 

実績単位数 １０，０３０ 

実績割合 １０５．６ 

 

実績記録票インタフェース設

定 

実績単位数 １０，０３０ 

実績割合 １０５．６ 

１ 

４３ ８８－２ 

ページ番号８８－２ 

実績記録票インタフェース設

定の説明 

 

③（②）で求めた値に短期入

所および共同生活介護の単

位数を加えた値を「実績単

位数」欄に設定する。 

  本例の場合、 ４，８５２

単位＋８９０単位×５日＝

９，３０２単位 を実績単位数

に設定する。 

１ ８８－２ 

ページ番号８８－２ 

実績記録票インタフェース設

定の説明 

 

③（②）で求めた値に短期入

所および共同生活介護の単

位数を加えた値を「実績単位

数」欄に設定する。 

  本例の場合、 ５，５８０単

位＋８９０単位×５日＝１０，

０３０単位 を実績単位数に

設定する。 

１ 

４４ 
９１ 

１４７ 

ページ番号９１、１４７ 

家庭連携加算の３日目の算

定時間 

 １ 

 

家庭連携加算の５日目の算

定時間 

 １ 

 

家庭連携加算の合計の算

定時間 

 ２ 

２ 
９１ 

１４７ 

ページ番号９１、１４７ 

家庭連携加算の３日目の算

定時間 

 ２ 

 

家庭連携加算の５日目の算

定時間 

 ２ 

 

家庭連携加算の合計の算定

時間 

 ３ 

２ 

４５ 
９１ 

１４７ 

ページ番号９１、１４７ 

 

家庭連携加算、訪問支援特

別加算は、実提供時間に加

え、算定する時間数も設定

する。 

１時間未満の場合、算定時

間に１を設定し、１時間を超

える場合は算定時間に２を

設定する。 

同様に合計回数にも実提供

回数に加え、算定する回数

を設定する。 

２ 
９１ 

１４７ 

ページ番号９１、１４７ 

 

家庭連携加算、訪問支援特

別加算は、実提供時間に加

え、算定する時間数も設定す

る。 

１時間未満の場合、算定時

間に１を設定し、１時間以上

の場合は算定時間に２を設

定する。 

同様に合計回数にも実提供

回数に加え、算定する回数を

設定する。 

２ 

４６ － 
 

－ ９１－１ 
ページを追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

４７ ９６ 

ページ番号９６ 

項番２の備考 

 

１ ９６ 

ページ番号９６ 

項番２の備考 

※１ 

１ 

４８ ９６ 

 

１ ９６ 

ページ番号９６ 

に下記を追記 

※１：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、０４を出力

する。 

１ 

４９ ９７ 

ページ番号９７ 

項番２の備考 

 

項番５の備考 

※C 

 

項番６の備考 

 

項番９の備考 

 

項番１１の備考 

 

１ ９７ 

ページ番号９７ 

項番２の備考 

※１ 

項番５の備考 

※C 

※２ 

項番６の備考 

※３ 

項番９の備考 

※４ 

項番１１の備考 

※５ 

１ 

５０ ９７ 

 

１ ９７ 

ページ番号９７ 

に下記を追記 

※１：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、０５を出力

する。 

※２：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、都道府県

番号を設定する。 

※３：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、都道府県

名を出力する。 

※４：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、請求差助

成金を出力する。 

※５：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、返戻助成

金を出力する。 

１ 

５１ ９８ 

ページ番号９８ 

項番２の備考 

 

項番６の備考 

 

項番８の備考 

 

１ ９８ 

ページ番号９８ 

項番２の備考 

※１ 

項番６の備考 

※２ 

項番８の備考 

※３ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５２ ９８ 

 

１ ９８ 

ページ番号９８ 

に下記を追記 

※１：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、０６を出力

する。 

※２：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、請求差助

成金合計を出力する。 

※３：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、返戻助成

金合計を出力する。 

１ 

５３ ９９ 

 

１ ９９ 

ページ番号９９ 

障害福祉サービス費等支払

決定増減表情報 ファイル構

成図に 

処遇改善助成金のレコード

図を追加 

１ 

５４ １０３ 

 

１ １０３ 

ページ番号１０３ 

に下記を追記 

（６）障害福祉サービス費等

助成金支払決定額内訳書

（帳票） 

１ 

５５ － 
 

－ １０４－１
ページを追加 

１ 

５６ １０５  １ １０５ 

ページ番号１０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概

要の１に下記を追加 

処遇改善助成金の請求を行

う場合のみ処遇改善情報（※

２）を送信する。 

１ 

５７ １０５  １ １０５ 

ページ番号１０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概

要の９に下記を追加 

処遇改善助成金の請求を行

っている場合には助成金支

払決定額内訳書情報（※４）

を受け取る。 

１ 

５８ １０５  １ １０５ 

ページ番号１０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概

要に下記を追記 

5.1 処遇改善助成金の請求

があった場合、処遇改善助

成金の請求情報等（※３）を

請求先都道府県に送信する 

5.2 都道府県は処遇改善助

成金の請求情報等を受け取

る。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５９ １０５  １ １０５ 

ページ番号１０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概

要に下記を追記 

※２）処遇改善助成金の請求

を行う場合のみ処遇改善情

報を送信する。 

※３）処遇改善助成金の請求

があった場合、処遇改善助

成金の請求情報等を請求先

都道府県に送信する。 

※４）処遇改善助成金の請求

を行っている場合には助成

金支払決定額内訳書情報を

受け取る。 

１ 

６０ １０６ 

 

 

 

 

 

１ １０６ 

ページ番号１０６ 

請求情報受け渡し概要図に 

処 遇 改 善 情 報 、 助 成 金 請

求、都道府県、助成金支払

決定額内訳書情報を追加 

１ 

６１ １１０ 

ページ番号１１０ 

2.1.2.5.増減単位数返戻通知

情報（出力情報） 

（１）の内容 

都道府県等ごとの請求差、

返戻の状況を障害児施設等

へ通知するためのリスト 

※障害児施設等からの依頼

があった場合のみ提供 

 

 

 

 

（３）の内容 

都道府県等ごとの請求差、

返戻の状況を障害児施設等

へ通知するためのリスト 

 

 

 

１ １１０ 

ページ番号１１０ 

2.1.2.5.増減単位数返戻通知

情報（出力情報） 

（１）の内容 

都道府県等ごとの請求差、

返戻の状況を障害児施設等

へ通知するためのリスト。処

遇改善助成金の都道府県ご

との請求差、返戻の状況も出

力される。 

※障害児施設等からの依頼

があった場合のみ提供 

 

（３）の内容 

都道府県等ごとの請求差、

返戻の状況を障害児施設等

へ通知するためのリスト。処

遇改善助成金の都道府県ご

との請求差、返戻の状況も出

力される。 

１ 

６２ １１０ 

ページ番号１１０ 

2.1.2.6.支払通知情報（出力

情報） 

（１）の内容 

障害児施設等への支払決

定額を通知するためのリスト

 

 

１ １１０ 

ページ番号１１０ 

2.1.2.6.支払通知情報（出力

情報） 

（１）の内容 

障害児施設等への支払決定

額を通知するためのリスト。

処遇改善助成金の支払決定

額も出力される。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

６３ １１０ 

 

１ １１０ 

ページ番号１１０ 

2.1.2.6 支払通知情報（出力情

報）に 

(5)障害児施設給付費等助成

金支払決定額内訳書 

を追加 

１ 

６４ １１１ 

ページ番号１１１ 

１ ： 基本情報レコード 

 都道府県、受給者、請求

サービス事業所および請求

金額等に関する情報を格納

する。 

１ １１１ 

ページ番号１１１ 

１ ： 基本情報レコード 

 都道府県、請求サービス事

業所および請求金額等に関

する情報を格納する。 

１ 

６５ １１２ 

ページ番号１１２ 

項番４の備考 

※C 

 

１ １１２ 

ページ番号１１２ 

項番４の備考 

※C 

※１ 

１ 

６６ １１２ 

ページ番号１１２ 

項番７～項番１６の備考 

 

項番１７の備考 

 

項番１８の備考 

 

項番１９～項番２０の備考 

 

項番２１～項番２３の備考 

 

１ １１２ 

ページ番号１１２ 

項番７～項番１６の備考 

※２ 

項番１７の備考 

※３ 

項番１８の備考 

※２ 

項番１９～項番２０の備考 

※３ 

項番２１～項番２３の備考 

※２ 

１ 

６７ １１３ 

 

１ １１３ 

ページ番号１１３ 

※１ 給付費の請求先が政

令市等の場合に、処遇改善

助成金の請求書情報を作成

する際には、処遇改善助成

金の請求先都道府県番号を

設定する。 

を追記 

１ 

６８ １１３ 

 

１ １１３ 

ページ番号１１３ 

※２ 処遇改善助成金のみ

の請求書情報を作成する際

には、設定しない。 

を追記 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

６９ １１３ 

 

１ １１３ 

ページ番号１１３ 

※３ 給付費の請求先が政

令市等の場合に処遇改善助

成金の請求書情報を作成す

る際には、処遇改善助成金

に関する情報の合計を設定

する。給付費の請求先が都

道府県の場合に処遇改善助

成金の請求書情報を作成す

る際には、給付費、および処

遇改善助成金に関する情報

の合計を設定する。 

を追記 

１ 

７０ １１３ 

ページ番号１１３ 

項番４の備考 

※C 

 

項番８、１０、１１の備考 

 

１ １１３ 

ページ番号１１３ 

項番４の備考 

※C 

※２ 

項番８、１０、１１の備考 

※３ 

１ 

７１ １１３ 

ページ番号１１３ 

項番６の内容 

請求書における給付の種別

を表す 

１：障害児施設給付費の場

合 

２：特定入所障害児食費等

給付費の場合 

１ １１３ 

ページ番号１１３ 

項番６の内容 

請求書における給付の種別

を表す 

１：障害児施設給付費の場合

２：特定入所障害児食費等給

付費の場合 

３：処遇改善助成金の場合 

１ 

７２ １１３ 

 

１ １１３ 

ページ番号１１３ 

（３）障害児施設給付費 請

求書 明細情報レコードの必

須設定に「給付種別＝３」の

欄を追加 

１ 

７３ １１４ 

 

１ １１４ 

ページ番号１１４ 

※２ 給付費の請求先が政

令市等の場合に、処遇改善

助成金の請求書情報を作成

する際には、処遇改善助成

金の請求先都道府県番号を

設定する。 

※３ 処遇改善助成金の請

求 書 情 報 を 作 成 す る 際 に

は、処遇改善助成金に関す

る情報を設定する。 

の記載を追記 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

７４ １１４ 

ページ番号１１４ 

2.1.3.2.障害児施設給 付費

明細書情報 

（１）障害児施設給付費 明

細書情報 

１ １１４ 

ページ番号１１４ 

2.1.3.2. 障 害 児 施 設 給 付 費

明細書情報 

（１）障害児施設給付費 明

細書情報 

 

５ ： 処遇改善情報レコード

（複数レコード） 

サービス種類ごとに処遇改

善情報を格納する。 

 

の記載を追記 

１ 

７５ １１６ 

ページ番号１１６ 

項番３０の内容 

特別対策費である激変緩和

加算に係る請求額を設定 

１ １１６ 

ページ番号１１６ 

項番３０の内容 

サービス提供年月が平成 21

年 10 月以降は、事業運営安

定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21

年 9 月以前は、特別対策費

である激変緩和加算に係る

請求額を設定 

１ 

７６ １２５ 

ページ番号１２５ 

項番２４の内容 

特別対策費である激変緩和

加算に係る請求額を設定 

１ １２５ 

ページ番号１２５ 

項番２４の内容 

サービス提供年月が平成 21

年 10 月以降は、事業運営安

定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21

年 9 月以前は、特別対策費

である激変緩和加算に係る

請求額を設定 

１ 

７７ １２５ 

 

１ １２５ 

ページ番号１２５ 

※１に 

【サービス提供年月が平成２

１年１０月以降の場合】 

を追加 

１ 

７８ １２５ 

ページ番号１２５ 

※１ 

【サービス提供年月が平成２

１年４月以降の場合】 

 

１ １２６ 

ページ番号１２６ 

※１ 

【サービス提供年月が平成２

１年４月以降９月以前の場

合】 

１ 

７９ － 
 

－ 
１２６－１

１２６－２

ページを追加 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

８０ １２７ 

 

１ １２７ 

ページ番号１２７ 

障害児施設給付費請求書／

明細書情報 ファイル構成図

に下記を追加 

・明細書情報（処遇改善情報

レコード） 
・請求書情報（基本情報レコ
ード） 
・請求書情報（明細情報レコ

ード） 

・請求書（処遇改善）のまとめ

単位 

・都道府県のまとめ単位 

１ 

８１ １２７ 

 

１ １２７ 

ページ番号１２７ 

レコードの編綴（ファイル内の

格納順序）に 

障害児施設給付費等の請求

先が政令市等であり、処遇改

善助成金の請求先が都道府

県となる場合 

を追記 

１ 

８２ １２７ 

ページ番号１２７ 

障害児施設給付費請求書

／明細書情報 ファイル構

成図 

のまとめ単位 

１都道府県毎 

１ １２７ 

ページ番号１２７ 

障害児施設給付費請求書／

明細書情報 ファイル構成図

のまとめ単位 

１政令市等毎 

１ 

８３ － 
 

－ １２７－１
ページを追加 

１ 

８４ １３０ 

ページ番号１３０ 

項番９～１０の備考 

※１ 
１ １３０ 

ページ番号１３０ 

項番９～１０の備考 

※１ 

※２ 

１ 

８５ １３０ 

 

１ １３０ 

ページ番号１３０ 

※２ サービス提供年月が平

成２１年１０月以降の上限額

管理結果票において、利用

者負担上限額管理結果が

“１”となった場合、関係事業

所における総費用額および

利用者負担額の設定は省略

可能とし、省略する場合には

“０”を設定する。 

を追記 

１ 

８６ １４８－２ 
 

１ １４８－２
ページを削除 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

８７ １５０ 

ページ番号１５０ 

項番２の備考 

 

１ １５０ 

ページ番号１５０ 

項番２の備考 

※１ 

１ 

８８ １５０ 

 

１ １５０ 

ページ番号１５０ 

に下記を追加 

※１：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、０４を出力

する。 

１ 

８９ １５１ 

ページ番号１５１ 

項番２の備考 

 

項番９の備考 

 

項番１１の備考 

 

１ １５１ 

ページ番号１５１ 

項番２の備考 

※１ 

項番９の備考 

※２ 

項番１１の備考 

※３ 

１ 

９０ １５１ 

 

１ １５１ 

ページ番号１５１ 

に下記を追加 

※１：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、０５を出力

する。 

※２：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、請求差助

成金を出力する。 

※３：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、返戻助成

金を出力する。 

１ 

９１ １５２ 

ページ番号１５２ 

項番２の備考 

 

項番６の備考 

 

項番８の備考 

 

１ １５２ 

ページ番号１５２ 

項番２の備考 

※１ 

項番６の備考 

※２ 

項番８の備考 

※３ 

１ 

９２ １５２ 

 

１ １５２ 

ページ番号１５２ 

に下記を追加 

※１：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、０６を出力

する。 

※２：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、請求差助

成金合計を出力する。 

※３：処遇改善助成金の情報

を出力する場合、返戻助成

金合計を出力する。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

９３ １５３ 

 

１ １５３ 

ページ番号１５３ 

障害児施設給付費等支払決

定増減表情報 ファイル構成

図に 

処遇改善助成金のレコード

図を追加 

１ 

９４ １５７ 

 

１ １５７ 

ページ番号１５７ 

2.1.3.8. 支払通知情報に下記

を追加 

（５）障害児施設給付費等助

成金支払決定額内訳書（帳

票） 

１ 

９５ １６４ 

ページ番号１６４ 

１ ： 基本情報レコード 

 市町村、受給者、請求サー

ビス事業所および請求金額

等に関する情報を格納す

る。 

１ １６４ 

ページ番号１６４ 

１ ： 基本情報レコード 

 市町村、請求サービス事業

所および請求金額等に関す

る情報を格納する。 

１ 

 




